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ᶒ353,970人(2024年度)

ᶒ529人(2024年)

ᶒ225,509件(2023年

度)

ᶒ769,022件(2024年度)
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◆人権とは ～世界人権宣言第一条（1948年）
「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利
とについて平等 である。人間は、理性と良心とを授けられており、互
いに同胞の精神をもって行動 しなければならない。 」
普遍性：どこで生まれても、誰にでも同じ。 
不可侵性：誰も取り上げることはできない。 
不可分性：どの権利も分けられない、順位付けはできない。 
相互依存性：どの権利もつながっている。 

◆「権利＝Rights」とは
人間が人間として生きていくために保障される「あたりまえ」のこと

◆国連子どもの権利条約
・1989年の国連総会で採択→日本は1994年に批准(158番目)
・子どもとは18歳未満の人 
・子どもが権利をもつ主体であると示している。
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子どもの権利条約～子ども基本法
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こども基本法は29年間制定されなかった

https://kodomokihonhou.jp/about/img/kenri.pdf

2008 年発効
2011 年批准

1979 年発効
1985 年批准

1989 年発効
1994 年批准

1970 年制定
2011 年改正

1985 年制定

2023 年制定

子ども基本法が必要となる理由
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解説：子どもの権利条約とは
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2025/12/1 10

◗

1  Ẫ Ҟ 15   ᴕἎ Ὕγ ỡ 29   Ӱ˟

2  Ḱ ԓặ 16   ᵶ 30   ᾶ₲ἐ ╣ὡ Ẫ ᴪ

3  Ẫ Ḿ◘ ̫ 17   ῾ 31  
Ҷּד Ί ͯ ᴇί

 −Љ ẇͽ

4  ᶺ↓ כֿ ♄ 18   ⁪ ˢỗ ˟═ 32   Ṉת ṨἨ ᵶ

5  ⁪ כֿ ἐ Ằ 19   ұ ᵶ 33   ᶆ∙‹ ᵶ

6  − ᴪ 20   ᵶ 34   ↑ ṨἨ ұ ᵶ

7  ◗ Ḋ┬ ᴪ 21   Ẫ̓♯ 35   ο Ἠ˰ ặ

8  ⁬ᴽ ☺ 22   Ẫ ᵶ ̻ᾝ 36  
כֿ כ ṨἨ
ᵶ

9  ⁪ ԓặ 23   ΅ϓố ᴪ ḊṔӣ 37  
ỡ Ẫ ∆
Ἠʭ

10   ḽγמּ· 24   ᴜᶕ ˛ ᴪ 38   ꜠ Ẫ ᵶ

11   Ḋϑ ה˒ ѓ ặ 25   ♄ Ẫ ѻ ‡ḱ 39   •⁬ ε Ἆγ ѿ

12   ˋᴳ ᴪ 26   Ἆγ ΅ ᴪ 40   ᾶ Ả

13   ᵅ ῾ ỡ 27   −Љ₣ᾈ ᴪ 41   Ѻּק ᴪ ϯ

14   ắⱵ • ἿӰ ỡ 28   Ӱ˟ ᴪ

II

42     ᶓ Ҟ 44   Ḋ ḉҞ

43   Ẫ ᴪ ˇ˭γ ╚ 45   ˇ˭γ ṥԃ

III

46   ᾘ 49   ᶂ − 52   ѽ

47   ᾂ 50   π∆ 53   Ѳ

48   ͽ 51   54   ∆
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13

この子の願い

Ϲ
↑
ὡ Ḋ
→ᶣמּ·

ᵈ
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子どもの意見の尊重( 子どもの権利条約12 条)

-14

子どもの権利条約とは

Article 12

1. States Parties shall assure to the child who is 
capable of forming his or her own views the right to 
express those views freely in all matters affecting 
the child, the views of the child being given due 
weight in accordance with the age and maturity of 
the child.

2. For this purpose, the child shall in particular be
provided the opportunity to be heard in any judicial 
and administrative proceedings affecting the child, 
either directly, or through a representative or an 
appropriate body, in a manner consistent with the 
procedural rules of national law.
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子どもの意見の尊重

( 子どもの権利条約12 条)

-15

子どもの権利条約とは

Respect for

Children’s

Views

Opinion
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「自分自身に満足している」若者の割合は、日本が一番低い
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自分の考えをはっきり相手に伝えることができる者ほど

自分自身に満足している者の割合が高い

日本の子どもの現状(内閣府『令和元年版 子ども・若者白書』)
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うまくいかないことにも意欲的に取り組む者ほど

自分自身に満足している者の割合が高い

日本の子どもの現状(内閣府『令和元年版 子ども・若者白書』)
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令和4年度「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究」(こども
家庭庁設立準備室、2023年)。
質問は「あなたは、国や自治体の制度や政策について思ったことや意見を、国や自治体に伝えたいと思
いますか。」。回答は「そう思う」と「ややそう思う」の合計値で68.4%。











































































https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomonoiken-guideline
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomonoiken-guideline
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomonoiken-guideline















